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平成 7年度税制改正要望

全国大会に参加して

1青J 11 聖子税制委員会委員長

引
世
紀
に
向
け
て
の
税
制
改
正
要
望
事
項
は

全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
採
択
さ
れ
た

して、第一人者であります大蔵省税制調査会

加藤寛会長の永年に亘つてのご活躍、現在、

慶大の名誉教授として調査研究結果の講演を

拝聴し大いに勉強にな り、今後の参考とさせ

ていただきます。

第二部は、要望大会に於ける服部会長の方

針発表、また、各地区青年部代表により、力

強く読み上げられて、平成 7年度税制改正要

望書が、原案通り採択され、全会一致して要

例年より半月も早く、 9月12日、日本青年

館に於いて全国の各法人会より 一千有余名の

参加を得て、盛大に開催されたのであります。

町田法人会より萩生田副会長、佐藤 ・佐瀬

副委員長および鶴川第 1市川委員 と堤事務局

長、松本君と私の 7名が参加しました。

当日の新聞によると国会においても税制に

ついての討議が再開されるとありました。

第一部講演会には、 '21世紀の税制」と題
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求実現に向けスタートしたのであります。

以下、感じた点を発表したいと思います。

l.法人税及び所得税を減税し、企業と個

人に活力を与えたい。

法人の税負担は先進国の中でも高く、ア

メリカ41.05%、イギリス33.0%に対し、

日本は49.89%であり、実効税率の是正

は早くから叫ばれており、要望書でも、

40%台前半、基本税率は30%としている。

今後、産業界の空洞化が叫ばれておりま

すが、金融サービス部門にも同じ傾向が

見られます。早急に直間比率の見直しを

行ない、景気の上昇に弾みをつけたいと

思います。

個人所得についても累進税率が高く、所

得のアップが見込まれる今回、減税に向

かわざるを得ないと思います。

2.行財政改革と規制緩和

政策対応が先進諸国の中で一番遅れてい

るのではないか、私共を取り巻く環境は

大変に厳しく、大きく変ろうとしていま

す。終身雇用、年功序列、株式の持ち合

い等が崩れているなかで、縄張り根性を

捨て切れずにいて、今後行財政改革と規

制緩和がスムーズに進行するのか甚だ疑

問です。

海外での投資、異常な円高、規制の撤廃、

株式等資産市場の沈滞、価格革命(破壊)

等の問題が提起されております。

最後に、消費税の大巾アップとくると、浮

揚しかかった景気に水を差す恐れもあります。

我々としてどう舵を取るか、税制委員会と

しての活動を盛り上げるために、皆様のご協

力を切にお願い申し上げます。

また今回採択され決議された要望事項は、

衆・参議院議員をはじめ、各関係省庁に要望

書として提出されます。

税制改正に関する決議
わが国がこんにち抱える重要な課題は、高齢化と国際化の急進展に対処できる態勢の

整備、とりわけ財政の対応力の回復である。

それには政治や行財政の徹底した改革が必要である。同時に税制では負担水準と税体

系の両面で，思い切った改革・第二次税制改革の推進が不可欠である。所得税の軽減、そ

の財源を賄い、かつ今後の福祉確保を可能にする消費課税の充実がその柱である。

しかし、われわれの年来の要望にもかかわらず、税制改革の歩みはにぶい。平成 6年

度改正でも法人税の軽減は棚上げされたし、減税財源の確保措置もあいまいなままにさ

れた。さらに、不安定な政治状況は課題の遂行が先送りされる懸念を生んでいる。

これは誠に遺憾なことである。法人税の引き下げをできるだけ早く行なうこと、また、

差し当たりは、所得減税の制度化とその財源措置を法律面で一体処理することを強く要

望する。

多年にわたり、納税意識の高揚と、税務知識の普及に尽力じてきた当会は、 128万社

を超える会員の総意として、右決議する。

平成 6年 9月12日
財団法人全国法人会総連合税制改正要望全国大会
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をあげています。

平成6年度は、法人特別税の廃止や相続税の負担軽減

などが実現しました。

平成6年度税制改正で実現した法人会の要望事項をと

紹介します。

F制拐般の廃止

.法人特別税が廃止されました。

(平成 4年度から財源対策として法人税額400万円

超の部分に対し、 2.5%の追加課税が行われてい

たものです。)

F間 住脇減税

.所得税 ・住民税の一律20%の特別減税が行われる

ことになりました。

税 率

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65% 
70% 

改正別 改正後

700万円以下の金額 800万円以下の金額

1400万円 /1 1600万円 /1 

25叩万円 11 3000万円 11 

4000万円 11 5000万円 11 

6500万円 11 l億円 11 

1億円 11 税率35%は廃止

H意5000万円 11 2億円 11 

2億円 11 税率45%は廃止

2億7000万円 11 4億円 11 

3億5000万円 11 税率55%は廃止

41意図00方円 11 20億円 11 

10億円 11 税率65%は廃止

10億円を超える金額 20億円を超える金額

(法人会は、所得税の累進構造の緩和や最高税率

の引き下げによる抜本改正を要望 していました

が、財源問題等からとりあえず 1年限りの措置と

して、所得税 3兆8，430億円、住民税 l兆6，346億

円、合わせて 5兆4，776億円の減税が実施される

ことにな りました。納税者 1人当りの最高限度

:所得税200万円、住民税20万円)

-課税最低限及び配偶者の最低保障額(非課税限度

額)がヲ|き上げられました。

rmJA;椋の館蹴

.税率区分が13段階から 9段階に簡素化されるとと

もに、適用区分のl/ia¥が拡大され、また、最高税率

70%が適用される課税価額も10億円超から20億円

超にヲ|き上げられ、累進構造が緩和されました。
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| 改正前 | 改正後

①定額控除 I 4800万円 I 5000万円

②法定相続人 I 1人当たり I1人当たり

比例控除 I 950万円 I 1000万円

(注)相続人が配偶者と子2人の場合の非課税限度額

I 7650万円 I 80凹万円

③配偶者控除(最低保障額) I 8000万円 I 1億印00万円

-小規模宅地等に係る課税の特例の減額割合が引 き

上げられました。

①居住用

②事業用



(小規模宅地等とは200平方メート Jレまでをいいま

す。ただし、相続したのち、引き続き居住用 ・事

業用に使用していない場合は、 50%しか減額され

ません。)

・延納から物納への切替えを認める特例措置が創設

されました。

(地価急騰時に土地を相続し、納税が困難な場合

の救済措置として、相続により取得した土地での

納付を条件として設けられたもので、適用対象者

は、昭和64年 1月 1日から平成 3年12月31日まで

の聞に相続により土地を取得し、延納相続税額を

金銭で納付することが困難となっている者です。

申請期間は、平成 6年 4月 1日から平成 6年 9月

30日までの 6か月間です。)

rl;業臓の'N~J的腕
-特定の事業用資産の買い替え特例の適用対象が拡

大され、長期保有土地等から既成市街地等以外の

地域内にある建物等への買い替えが対象に追加さ も

れました。

(平成 6年 1月 1日から平成 7年 3月31日ま での

時限措置です。)

F腕 ヂ療の貨捌

-土地に係る登録免許税の課税標準の特例措置が富IJ

設されました。

(平成 6年度の固定資産税の評価替え〈土地の評価

を地価公示価格の 7割程度を目標に引き上げ〉に

伴い、固定資産税税台帳の登録価格を謀税標準と

している土地に係る登録免許税の税負担が急増し

ないよう設けられたものです。)

課税期間 課税標準

平成6年4月1日から 固定資産課税台帳の登録価格の

平成8年3月31日まで 100分の40に減額

平成B年4月1日から 固定資産課税台帳の登録価格の

平成9年3月31日まで 100分の50に減額

F荷跡事物館蹴

-宅地等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特

例措置が創設されました。

(平成 6年度の固定資産税の評価替え〈土地の評価

平成6年度税制改正要望全国大会(平成5年9月 日本青年館)

を地価公示価格の 7割程度を目標にヲ|き上げ〉に

伴い、固定資産謀税台帳の登録価格を課税標準と

している宅地等の取得に係る不動産取得税の税負

担が急増しないよう設けられたものです。)

土地の取得の時期 課 税 標 準

平成6年1月旧から平蹴年12月31日まで |価格の2分の1

平成7年1月1日ひら平成B年12月31日まで|価格の3分の2

r2二I劫保有療の廃止

.三大都市圏の特定市の市街化区域における特別土

地保有税の課税の特例措置 (いわゆるミニ保有

税)の対象から、平成 6年 1月 1日以後に取得さ

れた土地が除外されました。

(土地の取得の期限が平成 6年 3月31日とされて

いましたが、平成 5年12月31日に繰上げられ、廃

止されました。)

~その他
・有限会社の社員(出資者)が最低資本金を満たす

ために、その会社から支払われた利益の配当を資

本の増加のための払込みに充てた場合には、最低

資本金300万円に達するまでの部分については、

所得税が非課税とされることとなりました。

(平成 6年 4月 1日から平成 8年 3月31日までの

聞に限られます。株式会社については、平成 3年

度税制改正ですでに手当てが行われています。)

.相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用期間

が、相続税の申告書の提出期限から 3年以内(改

正前 2年以内)に延長されました。

(譲渡所得の計算にあたって、「通常の取得費J + 
「相続人に課された相続税額に一定の割合を乗じ

て計算した金額」を取得費として控除できるもの

です。)

実この記事についての問い合わせ先一一一一(社)東京法人会連合会 税務経営研究所 n03-3355-2914 
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平成 6年度会員増強運動が、例年通り 10、

11月の 2ヶ月間実施されます。増強月間のス

タート に当たり、去る10月 3日、 ラポール千

寿閣にて、会員増強運動決起大会が、 町田税

務署守屋署長はじめ署幹部の方々、及び法人

会役員の方々等多数の出席を頂き、盛会裡に

開催されました。

当町田法人会も、来年、社団化15周年を、

迎えるわけですが、永きにEる会の歴史の中

で、会員数が減少する状況は過去一度もあり

ませんでした。会員増強の現状は非常にきび

しい状況にあります。冷戦構造の終鷲で今、

国際秩序が劇的な変化をしている中で、企業

をとりまく環境も大変きびしい状況にあり、
時鰭持、守

がんばろう"

力強いかちどき。
音頭は青年部会の村松副部会長

6 

組織委員会委員長木口 正

日本も社会構造の変革が必要で、古い仕組に

替わって、新しい仕組を造り出さねばならな

い状況にあります。

税の仕組も例外ではなく 、大きな変革が予

想されます。そんな中で法人会も今迄以上に

研修会、講演会の開催等を通じての税知識の

普及活動が要求される重要な組織となります。

15周年という節目の年を迎えるためにも、

また組織の拡大と充実という本来の目的のた

めにも、 19地区会の役員の総力をあげ、目標

達成に取り組んで、いただく よう お願い致しま

す。地域を愛し、地域で企業を営まれる、未

加入法人約2，000社の加入勧奨に全力で取り

組んで頂く事を重ねてお願い致します。

厳しい波を一緒に乗り

切りまし ょう一一

石井会長挨拶

持続百



激励のために出席していただいた

町田税務署幹部の方々

頼もしい協力会社の人達に

会員増強特別推進員を委嘱

大 ム 由吾
'zi> .e.. a 

会の発展を心カ、ら期得します

守屋署長ご挨拶

やればできます一一一

井上鶴間地区会長代行

われわれ法人会は、納税道義の高揚に努めると共に、「よき経営者の団体」として、会員企業の発展;

と会の活性化のために、幅広い活動を展開し、ここに会員企業四千二百有余社を擁する団体となった。:

この誇りと自覚に立って、今後われわれは、更なる研さんと努力により、会の一層の充実を図るこ

ととし去。

この秋に当り、会員増強特別運動を展開し、わが会のあらゆる組織を挙げて、強力にこの運動を推

進して、本会の所期の目的を達成し、社会の付託に応える法人会として発展することを、本決起大会

にあたり宣言する。

平成 6年10月 3日
社団法人i町団法人会 会員増強運動決起大会

言卜 報

当会副会長小川量司様 (75歳 ・(槻マルカワ代表取締役)

には、去る 9月4日逝去されました。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

- 7 



全国大会(えひめ大会)
開催される

法人会

え
ひ
め
の
莫
心
を
こ
め
た
大
会
に
は
全
国

か
ら
二
七

O
O余
の
代
表
が
集
ま

っ
た

大会会場の近代的施設と壮大な規模にまず

驚かされましたが、なによりも大会主管の

(社)愛媛県法人会連合会の見事な受け入れ

態勢には感銘を受けました。

愛媛新聞の全面広告、宇和島会より伝統の

牛鬼、八幡浜会よりは二宮忠八翁の模型飛行

機の展示、今治会の水軍伊予太鼓や物産展な

ど多彩な文化交流行事が展開され全国大会に

相応しい熱気に満ちた大会でありました。

会員企業 128万を数える法人会の正にパ

ワーを実感した全国大会でありました。

(財)全国法人会総連合主催第12回全国大会

が愛媛県松山市で10月20日盛大に開催されま

した。

特に今年度は研修参加者倍増運動の表彰式

も挙行される関係もあり、 北は北海道から南

は沖縄に至る過去最高の2，700名が会場とな

った「愛媛県県民文化会館」に集い開催され

ました。

当会より は全法連の研修委員をも勤めてい

る杉浦研修委員長が代表として出席し、 3ヶ

年にEる研修参加者倍増運動の終美を飾る

「本賞」並びに「単年度表彰」を受彰しました。

/
 

砂
町
田
代
表
杉
浦
研
修
委
員
長

4

司
会
場
と
な
っ
た
愛
媛
県
民
文
化
会
館
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口

恒例となった合同役

員サマーセミナー(会

費制)、ことしは 8月

24・25日に、箱根湯本

ホテルで開催され、理

事及び各地区会役員あ

わせて約100名が参加

した。

第 1部は、伊田研修

副委員長の司会で、先

ず萩生田副会長の開会

報告

素晴らしい人生のシュプールを描いた人 猪奇千春さん
のことば、石井会長の

挨拶のあと、講師として、 1956年冬期オ リン

ピック銀メダリス ト猪谷千春氏が登壇。

生いたちから、きびしくも素晴らしい人生

経験、そしてオ リンピックの将来に寄せる熱

い思いを語って、深い感銘を与えた。

つづいて、新任の守屋町田税務署長からは、

相続での遺言状の大切さについて、含蓄ある

講話をいただいた。

このあと、地区別懇談。そして夕刻からは
「備えが‘大事で、す」守屋署長さん

懇親会で、和やかな交歓の時を過した。

企開会を待つ副会長

4熱心にメモをと って……
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法人税局答シヅーズ

平成6年度税制改正

1‘ 

O交際費の定額控除部分10%カット

社 長 先生、今年 4月の税制改正で交際費課税について改正があったと聞いたのですが具体

的に教えてください。

税理士 はい、分かりました。改正前はご承知のとおり支出交際費等の額のうち、資本金

1，000万円以下の法人については年400万円、資本金1，000万円超5，000万円以下の法人に

ついては年300万円まで(定額控除枠の範囲内)の支出であれば全額損金算入が認めら d

れていました。今回の改正で、より一層の濫費抑制や課税の公平・適正化の観点から、

定額控除枠以下の部分の損金算入額が一律10%カットされることになりました。

なお、定額控除枠を超える部分は、従来どおり全額損金不算入となります。

では、具体例で説明しましょう。

〈ケース 1)資本金1，000万円以下の法人が交際費を200万円支出した場合

〔改正前〕損金不算入なし

〔改正後J200万円X10%=20万円…損金不算入額

〈ケース 2)資本金1，000万円以下の法人が交際費を500万円支出した場合

〔改正前J(500万円-400万円) =100万円…損金不算入額

〔改正後J(500万円-400万円) +400万円XlO%=140万円…損金不算入額

社 長 なるほど、定額控除枠以下でも支出交際費の10%は損金とならないわけですね。

税理士 そのとおりです。

社 長 ところで、この取扱いはいつから適用されるのですか。

税理士 平成 6年 4月 1日以降開始される事業年度から適用されます。 1年決算の会社は平成 4

7年 3月決算から適用されることになります。

社長 よくわかりました。当社は 9月決算だから、来年の 9月決算から適用されるわけです

ね。

税理士 そのとおりです。

O使途秘匿金40%追加課税

社 長 先生、今回の改正で「使途秘匿金課税制度」という聞き慣れない言葉を耳にしたので

すが、どのような内容なのですか。

税理士 使途秘匿金とは、法人が支出した金銭の支出のうち、その相手方の氏名又は名称及び

住所又は所在地並びにその事由をその帳簿書類に記載していないものをいいます。

ただし、次のものは使途秘匿金に含まれません。
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① 相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるもの

② 資産の譲受けその他の取引の対価として支出されたものであることが明らかなもの

従来から、いわゆる使途不明金については、法人税の所得計算上、損金不算入とさ

れていますが、今回の改正で使途秘匿金については更にその支出額に対し40%の法人

税を追加課税することになりました。例えば、 100万円の使途秘匿金を支出した場合、

100万円を所得金額に加算し、別枠で40万円の法人税を納めなくてはなりません。

社 長使途秘匿金課税が創設されたのはどのような理由からですか。

税理士 企業が相手方を秘匿するような支出は、違法ないし不当な支出につながり易く、それ

がひいては公正な取引を阻害することにもなるので、そのような支出を極力抑制するた

め、政策的に追加的な税負担を求めたものです。

社 長 従来の使途不明金と使途秘匿金との関係はどうなるのですか。

税理士 従来の使途不明金と使途秘匿金との関係については、支出先が明らかでないという点、 において基本的な差異はないものと考えられますが、使途秘匿金の対象となるのは、従

来の使途不明金に該当する支出のうち措置法第62条第 3項の規定により秘匿の意思がな

いと認められるものを除いたものとなり、それだけ後者の方が狭いことになります。

社 長 使途秘匿金は、原価や販売費及び一般管理費等の損金の額に算入したものに限られる

のですか。

税理士 いいえ、損金の額に算入しているものに限定していないため、仮払金、前払金、貸付

金等として資産計上されているものも含まれます。

社長帳簿書類の記載は、領収証等でもいいのですか。

税理士領収証等であっても差し支えありません。

社 長 帳簿書類に氏名等を記載していれば、使途秘匿金課税は一切受けないのですか。

税理士氏名等を記載したとしても、、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載さ

れた者以外の者に支出されたと認められる場合は、帳簿書類に記載されていないものと

して取り扱われます。

社 長 「相当の事由」があるものとは、どのようなものをいうのですか。

』税理士 例えば、次のような支出は使途秘匿金から除かれます。

①多数の者へのカレンダー、手帳等の広告宣伝用物品等の贈与、チップ等の小口謝金

②災害等により帳簿書類がなくなった場合のその帳簿に記載した支出

社 長 よく分かりました。ところで、この取扱いはいつから適用されるのですか。

税理士 平成 6年4月 1日から平成 8年3月31日までの聞に支出した使途秘匿金について適用

されます。

社長 そうすると、使途秘匿金課税は既に始まっているのですね。

税理士そうですね。
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税務署からのお?知1らせ

‘' 

交付申請にあっては、個人申告分については本人の、法人申告分については代表者本人の、

それぞれの身分証明書(運転免許証・健康保険証等)と印鑑をお持ちください。

なお、代理人による交付申請については、委任状と、代理人の印鑑と身分証明書(運転免許

証・健康保険証等)とをお持ちください。

また、交付に際して (400円×申告または事業年度分×枚数)の手数料が必要です。

交付申請の手続きにつきましては、大変お手数をおかけしますが、皆様の大切な個人・法

人の情報を守るためのものですので、ご協力をお願い致します。

※ 

‘' 

漢字コードについては、原則

としてJISコードですが、 JISコ

ード以外については、個別に照

会してください。

@2  ファイルの仕様書等について

は、説明書を作成しております

ので、個別に照会してください。

@l [磁気テープの規格]

l.記録密度 6，250BPIまたは1，600BPI

2. トラック数 9トラック

3. テープ幅 0.5インチ

4. テープ長 2，400フィート

5.記録コード JIS(8単位)またはEBCDIK(8単位)
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申告書等の規格や様式が変わります
行政文書のA判化や KSKシステムの導入に伴い、申告書等の規格や様式が変わります。新

しい申告書等の規格や様式、切替え時期などは、次表のとおりです。

規格 新様式の 試行時の使用申告書等
申告書等の区分 切替方法

使用開始時期現行 新 京橋、川崎北 左記以外の署

法 法人税申告書 B 5 A4 6年10月1日以

人
全国一斉 後に終了する事 新様式 新様式

事業概況説明書 B 4 
A4 業年度から (0 C R紙) (普通紙)

税 表裏

消
消費税申告書 6年10月1日以 新様式 新様式

(一般用) 後に終了する課 (0 C R紙) (0 C R紙)
費 (簡易課税用) B 5 A4 全国一斉 税期聞から

税
[個人分は、平成 7年1月提出分から]

i原 納付書 9 cm llcm 7年1月納付分 新様式 新様式

泉 -徴収高計算書 × × 全国一斉 から (0 C R紙) (普通紙)

税 21cm 21cm 

申 所 得税 A4 A4 
止と 確定申告書 変形 変形 KSK導入 新様式 現行様式仁3

所 に合わせ、 6年分から (0 C R紙) (普通紙)

得 青色申告決算書 A4 A4 順次

税 収支内訳書

(注)税制改正等に伴い、変更される場合があります。

- 13 -
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地区会活動報告

目標18社に向けて、
京佐正

ひ
る
ま
会
社
の
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こ
ろ

夜
の
役
員
会
ご
苦
労
さ
ま
で
す

ー
西
本
第
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括
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木/¥、成瀬地区会長

ですが役員全員の協力により、成瀬地区会の

目標18社の達成を誓いあいました。

また、経営者大型保障制度、特退共の取組

みについても、大同生命の所長にご出席願い、

話し合いを致しました。(出席者25名)

10月、 11月の会員増強運動を前に、成瀬地

区会では、 9月27日町田税務署の西本第 1統

括官、根本上席指導官のご出席を頂き 、役員

会を聞きました。八木地区会長より会員増強

の各種資料の配布、説明の後、 会員増強の取

組み等について話し合い、厳しい情勢のなか

会員増強をテーマに合同地区会
鶴川第3地区会長須崎一男

成できる雰囲気になり、時刻も 9時になり須

崎地区会長の閉会の言葉で役員会を終了しま

した。大変お忙しい中出席頂きましてありが

とうございました。 (出席18社)

10月 6日午後 6時30分より「さと」にて会

員増強運動について、鶴川|第 1、第 2、第 3

合同地区役員会を開催しました。大変お忙し

い中、署より秋元副署長、西本統括官、根本

上席指導官様にご出席頂きました。

石川地区会長の司会進行で、萩生田副会長

と税務署のお三方よりご挨拶を頂き、続いて

藤田地区会長より加入勧奨の方法について説

明があり、 出席者の皆様より多数の意見があ

り、増強運動について大変意味深い役員会が

開催出来ました。続いて懇親会にはいり、席

上で勧奨方法について話がはずみ、目標を達 会議を終えて、しかし話合いはつづく 。
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我が地区会の会員企業を紹介します

多摩丘陵の自然の地形を生かした
「ショートコース」のご紹介

そうぶファミリーゴルフ場は市内からは町

田街道を西に高尾方面に直進 し、市の西部相

原町にあり、豊かな自然な環境の中に固まれ、

昭和51年 7月にオープンした。グリーンは高

麗とベントの 2面あり、コースは打ち上げ、

打ち下ろし、池越えと変化に富んでいて、上

級者から初心者まで、四季を通じてゴルフの

醍醐味が満喫頂ける本格的なショートコース

で、アプローチ、パットの練習もできる。料

金は平日5，000円、土・日は6，000円と比較的

低料金で楽 しめる O 近くには相武カ ントリー

倶楽部、東京家政学院、法政大学等の学校も

あり、最近はサークル活動にゴルフ部の学生

さんの利用も多いとのこと。また女性を対象

にゴルフ同好会があり、随時入会が出来、会

員にはいろいろな特典があり好評のようです。

昨年の11月には相原地区会の研修会が当ゴ

ルフ場で開催され、税務研修の前に初めてク

ラブを握った方、空振りあり、チョロありの

白球を追いかけ、ベテランの方達と和気あい

あいの中でプレーが行われた。私たち、この

相原にこんな素晴ら しいコ守ルフ場があること

を誇りに思い、ここにご紹介致します。健康

のため是非利用しては如何で、しょうか。

広報委員相原地区会吉 川 愛次

天高く、 心晴れやかに

会社概要

経営

本社

電話

代表取締役

ゴルフ場名

電話

F A X 

株式会社エスビー商事

町田市相原町2498

0427(74) 5 227 

田村武 道

そうぶファミリーゴルフ

0427 (73) 3 0 8 7 

0427 (72) 9 0 0 0 

※ そうぶファミリーゴルフ同好会の入会申

込は、 TEL7 3 -3 0 8 7に問い合わせ

て下さい。

法人会のにせものにご注意を
最近、 三多摩方面で、「法人会から会報を持って来た」と言って、多額の代金

を取られる被害が発生しました。当会では、会報 ・書籍等販売のために会員を訪

問することは、決してありませんので、くれぐれもご注意をお願いします。
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1 部会だより 婦人部会 I

コーヒー教室と税務研修

原町田地区幹事会の折、坂田さんからの情

報で、八王子御殿山にある喫茶室“パペルブ

ルグ"は、建物 ・トイレが素晴らしい。又、

アイ リッシュコーヒーの実演が素晴らしい、

とお聞きしました。早速調べたところ、相原

地区の役員青木幸雄さんのお庖とのこと。今

回の研修先に決定致しました。 9月12日当日

の出席者は48名、署からは秋元副署長、西本

第 l統括官、根本上席指導官、親会より鈴木

英正顧門、田中栄相原地区会長のご出席を頂

きました。

秋元副署長より今話題の、婦人部会から女

性部会への名称移行についてご説明がありま

した。青木様から建物について、またコーヒ

ーの由来、おいしいコーヒーのいれ方等お話

がありました。建物は新潟 ・富山地方の豪雪

地帯の材料を集め、設計図なしで一年以上か

かって建築したとのこと。吹抜けで、ドイツの

南の地方に伝わる白い漆喰の壁に絵を描く技

法を取入れ、入口前面の上部には魔法使いの

おばあさん、内部の吹抜上部の白い壁には立

派なひげの騎士が大きく描かれ、グリムの童

話『命の水』を多摩美の先生がおかきになり、

とりどりの“ランプ"も、唐草模様をアレン

婦人部会会計監査東候節子

ジした多摩美の生徒さんの作品、手作りの素

晴らしさ、あたたかさがにじみ出て居りまし

た。

コーヒーを飲みながらの“ピアノ"“サッ

クス"“ホルン"の生演奏に、ふだん多忙な

方々には静かな楽しいひとときとなりました。

最後に拝借したトイレの美しいこと、一見

の価値があるようです。青木さんありがとう

ございました。

L吟だより 開円l
アスレチックとクイズに挑戦

青年部会幹事 小 島 和 子

例年にない猛暑の中、平成 6年 8月26日 研修会を開催致しました。「体を動かす」を

(金)スポーツランド横浜に於いてファミリー コンセプトとし、フィールドアスレチックに

p
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に決まり、参加者47名(大人

29名、子供18名)。午前10時

から、 三橋部会長と根本上席

指導官のご挨拶の後ラジオ体

操をし、家族で競い合いまし

た。日頃、芝刈りばかりして

いる殿方や、 3食昼寝つきの

御婦人方も、この時ばかりは

童心に帰り、汗を流しながら

時には体に鞭打って(? )挑

戦した事と思います。また、

体を動かすばかりではなく頭

の体操にも挑戦して頂き、全

15ヶ所で各一問づっ問題をア

スレチックの難所に掲げ、 三者択ーで解いて

頂きました。子供向 5問、 一般向 5問、税務

関係 5問出題致しましたが、問題を見に行く

迄にはどうしても難関を突破しなければなり

ません。そこが苦しいところでした。子供達

の方が日頃体を動かしているせいか早く問題

に辿り着き、ほとんどを読んで、もらい解答し

ていた家族が多かったようです。とにかく問

題がすごく難しかったんですよ。ひっかけ問

題も折りこませており、 2、3ご紹介致しま

しょう/ 女セーラームーンは全員で何人で

しょう? (1) 1人 (2)5人 (3)8人 女町田

法人会青年部会では何歳になると卒業でしょ

う? (1)45歳 (2)46歳 (3)47歳 女温泉 (鉱泉

浴場)を利用すると入浴税という税金がかか

ります。きて 1人 1日いくらの税金がかかる

でしょう? (1)50円 (2)100円 (3)150円……ど

うですか?簡単なようで難しいでしょう/

(lX2X3)という順で正解です。全問正解者はい

ないのではないかとタカを括っていたのです

が何と/おりました。価値ある100点満点は

(有)煎茶屋の社長村松澗敏氏のお嬢様、村

松由起子さんです。将来が楽しみですね/ち

なみに優勝景品はポータブルシャワーでした。

“見るまえに跳べ"と言われて、見事跳びました。

海に/山に/いつもさわやかにして下さい。

優勝から 5位までを表彰し、参加者全員に参

加賞が行き渡った後、バーベキュ ーで空腹を

満たしました。自然の中でたっぷり汗を流し

た後のバーベキ ューの味は格別でした。また、

普段台所に立った事のない殿方の腕の見せ所

でもあり、あの方がこんな事を /荒江副部

会長の果物のむきかたは絶品でしたね/と、

意外な面も発見でき、楽しいひとときとなり

ました。でも、翌日 、翌々日と筋肉痛で悩ま

されたのは私だけでしょうか?

家族の交流の中で親睦を深め、少し知識も

高め (? )午後 2時過ぎ、 トムソーヤの冒険

へ向かう者、垂直の滑り台ゃまだまだもの足

りないとアスレチックへ戻る者、仕事へ向か

う者と、それぞれ分散して行きました。

みんな楽しいバーベキュー。クイズで満点のお嬢

さんも、そうでなかったお父さんも一一
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最低資本金制度とその対応

株式会社1000万円有限会社300万円

達成のためのタイムリミット迫るf/

一一増資等の登記はお早めに一一

平成 2年の商法改正により、会社に最低資本金制度が導入され、平成 3年4月 l日から株式会社の資

本金は1000万円以上、有限会社の資本金は300万円以上であることが義務づけられました。

最低資本金制度は、 改正商法の施行日以前から存在していた株式会社や有限会社にも適用され、既存

の会社については、平成日年 3月31日までにこの金額を満たさなければならないこととされています。

もし、この時期を過ぎても最低資本金額を満たしていない場合は、会社は解散したものとみなされ、

それ以後は営業活動はできないこととなり、 多大な支障が生じるだけでなく、会社の存立自体が危うく

なることとなります。

したがって、タイムリミットまであと 1年Bカ月あまりとなったいま、これに間に合わないといった

事態が生じないよう、早期に方針を定めて必要な手続きに着手することが望まれます。

制度の内容

改正商法 ・改正有限会社法が、平成 2年 6月

22日に成立し、平成 3年 4月 1日に施行されま

した。

この改正により株式会社の最低資本金は1000

万円以上でなければならないこととされ有限会社

の最低資本金も300万円にヲ|き上げられました。

最低資本金制度の概要は以下のとおりです。

①最低資本金制度は、新会社を設立する場

合はもとより、平成 3年 3月31日以前に設

立された株式会社 ・有限会社にも適用され

ます。

② 会社の資本金が最低資本金額に達してい

ない場合には、猶予期間の平成 8年 3月31

日までに、増資、組織変更などの対応策を

実行し、最低資本金をクリアしなければな

りません。

③ 最低資本金に達していない会社が、猶予

期間の 5年間と登記期間の 2iJ月を過ぎて

も何もしない場合には、解散したものとみ

なされ、職権により会社解散の登記がなさ

れます (表 1参照)。

会社の資本金が最低資本金に達していない場

合には、 何らかの行動をしなければなりません。
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表 1 最低資本金に達していない既存会社の経過措置

期 隈 経遇措置
f台北

① 平成 3年4月 l日 -改正商法施行
(猶予期間 5年間) (増資、組織変更による対応可能)

@ 平成日年 3月31日 -猶予期間の終了

③ 平成日年4月 l日以降 -官報による法務大臣の警告(公告)
(登記期間 2か月) -登記所からの通知

(i曽資、組織変更による対応可能)

④ 平成日年5月31日 -登記期間の終了

⑤ 平成 B年B月!日以降 -みなし解散
(復活可能期間 3年間) -登記官の職権による解散登記

(清算会社の権利義務を有する)
(会社復活可能)

⑤ 平成11年B月!日以凶 -復活可能期間終了
(会社消滅、会社継続不可能)

(i主) 猶予期1mおよび登記期間を経過した後に 「みなし解散」にな ると、会相が復活するまでは、

会手jによる通常の卒業活動ができなくな り、事業経営に大きな影響があり ます。 したがって、

明資は猶予期間内に行う 必要があリ ます。

対応策

I.株式会社

① 増資の方法

増資の方法としては、①現金出資(株主害Ij当

および第三者害IJ当)、②現物出資(株主割当およ

び第三者害IJ当)、 ③配当可能利益の資本組入れ、

④利益準備金の資本組入れ、 ⑤資本準備金の資

本組入れ、かあります。

したがって、増資により 最低資本金を達成す

る場合は、いずれかの増資方法を選ぶか、また

ま、複数の増資方法を組合わせて行うことにな

ります。なお、猶予期間内であれば、 2回以上

の増資により 最低資本金を達成することができ

ます。また、授権資本の枠だけでは最低資本金

をク リアできなくても準備金や配当可能利益を

抱合わせた増資(抱合わせ増資)を利用すること

により 増資を l回で達成することも 可能です。

③ 増資に際しての留意事項

資本金1000万円への増資は、猶予期間である

平成 8年 3月31日までに行われなければなりま

せんが、配当可能利益の資本組入れを利用する

場合は、定時総会の利益処分によらなけれは、行

うことができない関係上、年 1回に限られます。

したがって、 3月期決算会社であれば平成 7

年 3月期、 12月期決算会社であれば平成 7年12

月期にかかる定時総会が最後のチャンスとなり、

それ以後は 「みなし配当の非課税特例J (注)の

適用を受けることができなくなります。また、

資本金1000万円に達するまでの増資登記の登録

免許税は、猶予期間に限り 1000分の 7から1000

分の3.5に減免されます。

(注) 利益準備金、配当可能利益の資本組入

れによっ て増資を行った場合の 「みなし配

当」は、猶予期間内であれば、最低資本金

までの部分に限り課税されません。

③ 増資万法のメリット・テメリット

増資方法のメリッ 卜とデメリットは表 2のと

おりです。増資を行う際には考慮する必要があ

ります。

④ 組織変更

株式会社が、猶予期間中に最低資本金を未達

成の場合は、平成 2年の改正商法附則により、

猶予期間および、復活可能期間(平成11年 5月31

日まで)に限り株式会社から有限会社(資本金

または純資産額が300万円以上を要するにまた

は、合資会社、合名会社への組織変更が認めら

れます。
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表 2 t曽資方法のメリット、デメ 1)ット(株式会社の場合)

項目

開現金出資

付) 現物出資

り) 配当可能利益の資本

組入れ

国利益準備金の資本

組入れ

併) 資本準備金の資本

組入れ

メリット

・随時何度でも実行できる

・税務上の検討事項が少ない

.赤字会社でも可能である

・持株比率を変更できる

デメリット

・増資資金が必要である

・増資手続きが複雑である

. みなし配当の非課税」の適用が

ない

・新株の発行が必要である

・借入金の資本組入れができない

.出資財産が必要である

・ 「みなし配当の非課税Jの適用が

ない

・出資財産の名義変更が必要である

.税務上の検討事項が多い

・新株の発行が必要でーある

・配当可能利益の存在が不可欠であμ
る

・年 1回しか実行できない (定時株

主総会の利益処分のみ)

・税務手続きが煩雑である

-増資手続きが簡単である

.随時何度でも実行できる

.出資対象が幅広い

・赤字会社でも可能である

・借入金の資本組入れが可能である

.持株比率を変更できる

・増資手続きが簡単である

. みなし配当の非課税」の適用が

ある

・財産を出資する必要がない

.新株の発行が必要ない

-税務上の検討事項が少ない |・持株比率を変更できない

・増資手続きが簡単である |・利益準備金の存在が不可欠である

・随時何度でも実行できる |・税務手続きが煩雑である

. みなし配当の非課税」の適用が |・持株比率を変更できない

ある

・財産を出資する必要がない

.新株の発行が必要ない

・税務上の検討事項が少ない

.増資手続きが簡単である

・随時何度でも実行できる

・財産を出資する必要がない

.新株の発行が必要ない

・税務上の検討事項が少ない

-資本準備金の存在が不可欠である

. みなし配当の非課税」の適用が

ない

・持株比率を変更できない

II. 有限会社

① 増資の方法

株式会社の増資の方法は、現金出資、現物出

資の他、配当可能利益、準備金の資本組入れ等

いろいろありますが、有限会社の場合、有限会

社法上、配当可能利益および準備金の資本組入

れは認められておらず、①現金出資(出資口数

割当および第三者割当)、②現物出資(出資口数

割当および第三者害Ij当)、しか認められていませ

ん。

ところが、平成 6年度税制改正において、有

限会社にも、株式会社の 「みなし配当非課税措

置」と同様の効果を生じる措置が認められるこ

ととなりました。

その内容は、前述のとおり、有限会社の場合、
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増資方法のメリット、デメリッ卜(有限会社の場合)

項目 メリット デメリ ット

(ア) 現金出資 -税務上の検討事項が少ない -増資資金が必要で、ある

-増資手続きが複雑である

-借入金の資本組入れができない

付) 現物出資 . :t曽資手続きが簡単である -出資財産が必要で、ある

-出資の対象が幅広い -現物出資財産の名義変更が必要で

-借入金の資本組入れが可能である ある

-税務上の検討事項が多い

表3

は、株式会社と同様、猶予期間に限り 1000分の利益を直接資本金に組入れることは認められて

そこで利益を出資者(社員)にいっ

出資者がこれを払込む形 ③ 増資方法のメリッ卜、

増資方法のメ リッ卜、

おりです。

④ 組織変更

有限会社も、株式会社と同様、猶予期間およ

び復活可能期間に限り、有限会社から合資会社、

合名会社への組織変更が認められています。

また、有限会社から株式会社への組織変更に

ついては、現在の資本金が1000万円以上の有限

いつでも株式会社へ組織変更できます

が、同1000万円未満の有限会社は、資本金を1000

万円以上に増資するか、有限会社の純資産額が

1000万円以上あれば、組織変更後の株式会社の

資本金を1000万円以上(純資産額を限度とする)

とする決議をしたうえで、株式会社へ組織変更

7から1000分の3.5に減免されます。いません。

デメリット

デメリットは表 3のと

たん配当として出し、

で増資に充てます。しかし、このままだと所得

税法上、配当課税の対象となるため、最低資本

金を満たすための増資に限り、特例としてこれ

を非課税とする規定が設けられました。

この特例措置は、平成 6年 4月 1日か

ら平成 8年 3月31日までの聞に、有限会社から

支払いを受ける利益の配当について適用されま

なお、

会社は、

す。

② 増資に際しての留意事項

資本金300万円への増資は、楢予期間である平

成 8年 3月31日までに行わなければなりません

が、株式会社と同様、配当非課税特例の適用を

受けるためには平成 8年 3月31日までに行われ

る配当が適用対象となります。

しなければなりません。

最低資本金制度に関する登記についての相談や

そのため 3月期

決算全社であれば、平成 7年 3月期、 12月期決

算会社であれば平成 7年12月期にかかる定時総

会が最後のチャンスとなります。ま た、資本金

300万円に達するまでの増資登記の登録免許税 質問は、最寄りの法務局、支局、出張所へ一一。

東京法務局出張所(登記所)
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亡コ事務局だより亡コ

|国民金融公庫からのお知ら竺

年末資金は国民金融公庫で
長期・低利の公庫資金をお勧めします

女事業資金融資のご案内貴

ご融資の種類 ご融資額 ご返済期II¥J

固の事業ローン 4，OOOhllJ以内 運転 5年以内(日Ij枠10年)

のほかに別枠

(汗:i!Jl貸付) 4， 0007JI IJ以内 設備10年以内(別枠15年)
卜一一一一一ー一一

経営多角化ローン 6，000万川以内

(特定説明ii資金) のほかに別枠 20年以内

6，000万川以内

*基準利率 年4.9% ({同し、!と成 6年10月 1日現在)

ご返済期間によって利率が異なることがあります。

融資制度の組み合わせにより故高 2億100万円までご利用できます。

*パンフレット・お申込用紙をご希望する方は、当支出の融資相談係までお

同し、合せ下さい。
事 192八王子市東町 7-3 

国民金融公庫八王子支出

宮 0426-46-7711 FAX 0426-45-0752 

旦理士会からのお知らせ l

税理士会で、は無料相談を行っております。相談日は、

毎月第 2木曜日 午前10時から

午後 4H寺まで

会場 東京税理士会町田支部

(ただし、 2・3月は休みます)

町田市森野 1-31-10 第 l矢沢ピル 4階

電話 0427-29 -0777 どうぞお気軽にご相談ください。

干上[-.J]法人 町田法人会会報第49号

発行年月日 平成 6年11月20日

発 行 所 社団法人町田法人会

東京都町田市原町田 3丁目 4番4号

TEL 0427 (26) 2453 FAX 0427 (24) 5853 

新しい会員章ができま

した。お届けします。

発行入社団法人町田法人会会長石井儀一

編集入社団法人町田法人会広報委員会
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法人会の経営者大型総合保障制度

企業保障プラン
E目立~~Ieþj量産豆桓Ir~匝:蹄三1:1MJTII~茎周

園盟理盟盟~:wl調印同ê阿佐踊碍胡
!現行の't人悦基本通逼l二国逓思定期保険に関する規定はありませんのて、上記のが取ぬいについては現行の定期保険 e長絹平革

宜瑚f車検出規定によって'"す 今世の，圭人税基本通達等により異なった阪抑止いになる場合bありえます

-最長日5歳までの長期保障、保険料は満期まで一定 0

・退職金、功労金などの財源として利用できます。

・入 ・通院、手術から付添看護まで幅広い保障。

・海外での事故・病気も保障。(海外アシスタンスサービス制度あり)

・圏内・海外での救媛者費用 も保障。

・女性医療特約により女性特有の疾病による入院も保障。

¥，.-，" 
引受会社 D~/DO 大同生命

八王子支社町田営業所/町田市中町1-1-16

(東京建物町田ビ)1，，8F)TEL 0427-22-5756 
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